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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
送 信 機 と 受 信 機 と か ら な る 無 線 送 受 信 機 に お い て 、 上 記 送 信 機 が 、
送 信 パ ケ ッ ト の デ ー タ 種 別 を 判 別 し 、 デ ー タ 種 別 に 応 じ て 最 大 転 送 単 位 （ Ｍ Ｔ Ｕ ： Maximu
m Transmission Unit） の 値 を 決 定 す る た め の 手 段 と 、
上 記 Ｍ Ｔ Ｕ 値 に 従 っ て 送 信 パ ケ ッ ト を 複 数 の ブ ロ ッ ク に 分 割 し 、 分 割 ブ ロ ッ ク 毎 に 無 線 区
間 用 の 通 信 フ レ ー ム を 生 成 す る た め の 手 段 と 、
上 記 無 線 区 間 用 の 通 信 フ レ ー ム を 無 線 信 号 に 変 換 し て 送 信 す る た め の 手 段 と を 有 す る こ と
を 特 徴 と す る 無 線 送 受 信 機 。
【 請 求 項 ２ 】
前 記 決 定 手 段 が 、 デ ー タ 種 別 対 応 に 予 め 指 定 さ れ た Ｍ Ｔ Ｕ 値 を 記 憶 す る た め の テ ー ブ ル を
備 え 、 該 テ ー ブ ル を 参 照 す る こ と に よ っ て 、 前 記 通 信 フ レ ー ム 生 成 手 段 で 使 用 す べ き Ｍ Ｔ
Ｕ 値 を 決 定 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 無 線 送 受 信 機 。
【 請 求 項 ３ 】
前 記 テ ー ブ ル が 、 ア プ リ ケ ー シ ョ ン プ ロ グ ラ ム 種 別 と 対 応 し て Ｍ Ｔ Ｕ 値 を 記 憶 し て お り 、
前 記 決 定 手 段 が 、 前 記 送 信 パ ケ ッ ト を 扱 う ア プ リ ケ ー シ ョ ン プ ロ グ ラ ム の 種 別 に 従 っ て 上
記 テ ー ブ ル を 参 照 し 、 前 記 通 信 フ レ ー ム 生 成 手 段 で 使 用 す べ き Ｍ Ｔ Ｕ 値 を 決 定 す る こ と を
特 徴 と す る 請 求 項 ２ に 記 載 の 無 線 送 受 信 機 。
【 請 求 項 ４ 】
前 記 決 定 手 段 が 、 前 記 送 信 パ ケ ッ ト の ヘ ッ ダ 部 に 含 ま れ る ポ ー ト 番 号 か ら 前 記 ア プ リ ケ ー
シ ョ ン プ ロ グ ラ ム の 種 別 を 判 定 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ に 記 載 の 無 線 送 受 信 機
【 請 求 項 ５ 】
前 記 テ ー ブ ル が 、 通 信 プ ロ ト コ ル 種 別 と 対 応 し て Ｍ Ｔ Ｕ 値 を 記 憶 し て お り 、 前 記 決 定 手 段
が 、 前 記 送 信 パ ケ ッ ト に 適 用 さ れ た プ ロ ト コ ル 種 別 に 従 っ て 上 記 テ ー ブ ル を 参 照 し 、 前 記
通 信 フ レ ー ム 生 成 手 段 で 使 用 す べ き Ｍ Ｔ Ｕ 値 を 決 定 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ に 記 載
の 無 線 送 受 信 機 。



【 請 求 項 ６ 】
前 記 テ ー ブ ル が 、 ア プ リ ケ ー シ ョ ン プ ロ グ ラ ム 種 別 と 対 応 し て Ｍ Ｔ Ｕ 値 を 記 憶 し た 第 １ テ
ー ブ ル と 、 通 信 プ ロ ト コ ル 種 別 と 対 応 し て Ｍ Ｔ Ｕ 値 を 記 憶 し た 第 ２ テ ー ブ ル と か ら な り 、
前 記 決 定 手 段 が 、 前 記 送 信 パ ケ ッ ト を 扱 う ア プ リ ケ ー シ ョ ン プ ロ グ ラ ム の 種 別 に 従 っ て 第
１ テ ー ブ ル を 参 照 し 、 該 第 １ テ ー ブ ル に 該 当 デ ー タ が な か っ た 場 合 に 、 上 記 送 信 パ ケ ッ ト
に 適 用 さ れ た プ ロ ト コ ル 種 別 に 従 っ て 第 ２ テ ー ブ ル を 参 照 す る こ と に よ っ て 、 前 記 通 信 フ
レ ー ム 生 成 手 段 で 使 用 す べ き Ｍ Ｔ Ｕ 値 を 決 定 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ に 記 載 の 無 線
送 受 信 機 。
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